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１ はじめに  

 

（１）マニュアル策定に向けて 

    近年、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなどのア

レルギーを有する児童生徒数が増加しています。その中でも、食物を起因とする食物ア

レルギーは、小児から成人まで幅広く認められています。中でも以前には見られなかっ

た果物、野菜、肉類などによるものも報告され、本町学校給食センターにおいても、そ

の対応は、複数多岐に及んでいます。 

   学校給食は学校教育の一環として実施されており、食物アレルギーを有する児童生徒

も含め、「学校給食法」に定める目標を達成できるように取り組むことが大切であるこ

とを鑑み、食物アレルギーを持つ児童生徒が、安心安全に学校生活が過ごすことができ

るように、マニュアルを定めるものとします。 

  

（２）食物アレルギーとは 

    食物アレルギーとは、原因となる食物を摂取した後、アレルギーの原因物質により体

に不利益な症状が引き起こされる現象をいいます。症状としては、皮膚・粘膜症状、消

化器症状、呼吸器症状やアナフィラキシーなどのものです。 

    ここで食中毒や乳糖不耐症（体質的に乳糖を分解できず下痢を起こす病気）が、食物

アレルギーと間違われています。食物アレルギーとはいわれません。 

 

（３）背景 

   学校給食の目的、学校給食におけるアレルギー対応の基本的な考え方について、文部

科学省より以下のとおり示されています。 

  「学校給食法」については、平成 20年 2月改正（平成 21年 4月施行）により、食育の

観点から食に関する指導の充実が規定されました。加えて、 平成 20年 10月の文部科

学省通知「学校給食における食事内容について」で、食物アレルギー等のある児童生徒

等に対しては、校内において指導体制を整備し、保護者や主治医との連携を図りつつ、

可能な限り、個々の児童生徒等の状況に応じた対応に努めることが示されました。 

      また、令和 2年 3月に「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（日本 

  学校保健会発行 文部科学省監修）」の改訂版が発行され、新たな「学校生活管理指導 

  表(アレルギー疾患用)」の提示されたことから、本町においても令和 3年度から全国共

通の「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を活用することといたします。 
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◆『学校給食法』（文部科学省 平成 20年 2月改正 平成 21年 4月 1日施行） 

    

学校給食の目標 

 第 2条 学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を 実現

するために、次に掲げる目標が達成されるように努めなければならない。 

 

  １．適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

  ２．日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができ

る判断力を培い、及び望ましい習慣を養うこと。 

  ３．学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

  ４．食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及

び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

  ５．食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深

め、勤労を重んじる態度を養うこと。 

  ６．我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

  ７．食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

 

◆『学校給食における食事内容について』（文部科学省通知  平成 20年 10月） 

  

 学校給食の食事内容の充実等について 

   食物アレルギー等のある児童生徒等に対しては、校内において校長、学級担任、養護

教諭、栄養教諭、学校医等による指導体制を整備し、保護者や主治医との連携を図りつ

つ、可能な限り、個々の児童生徒等の状況に応じた対応に努めること。 

   なお、実施に当たっては財団法人日本学校保健会で取りまとめられた「アレルギー疾

患対応の学校生活管理指導表」及び「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラ

イン」を参考にすること。 

 

 

◆『食に関する指導の手引』（文部科学省通知 平成 22年 3月）  

 

 具体的な指導方法 

  食物アレルギーを有する児童生徒 

   ～略～ 一人の児童生徒が複数のアレルゲンを有する場合もある上に、症状も多岐に

わたり、食物の摂取から２時間以内くらいに症状が表れる即時型と、遅発型がありま

す。なお、人によっては摂取後、短時間のうちに急激なショック症状（アナフィラキ

シーショック）を起こす場合があります。 

このようなことから、児童生徒の食物アレルギーの実態を把握し、食物アレルギー

の児童生徒が、健康被害の心配なく、成長にあわせ十分な栄養を摂取し、楽しい食事

ができるよう、相談指導と合わせて可能な限り給食提供面での対応が望まれます。対

応に当たっては、主治医や学校医の指示に従い、保護者と学校関係者の十分な話合い

の上、指導や対応を行うことが大切です。 
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２ 基本方針  

 

（１） 基本方針 

学校給食は、「学校給食法」にもあるように、適切な栄養の摂取により、健康の保持 

増進に大きな役割を果たしているばかりでなく、健全な食生活を営むことができる判断

力や望ましい食習慣を身につける機会でもあり、また、学校給食は、学校教育の一環と

して実施されており、食物アレルギーを有する児童生徒も学校給食の目標を達成できる

ように考えていくことが大切です。 

しかし、食物アレルギーを有する児童生徒は、アレルギー原因食品（アレルゲン）や

症状の程度が一人一人異なるため、対応食は、学校給食の安全確保、そして何より児童

生徒の健康第一の観点から、児童生徒のアレルギー症状を正しく把握し、正しい判断に

基づいた対応食に取り組むことが極めて重要です。 

  

（２）基本的実施基準 

  学校給食における食物アレルギー対応食の実施基準を以下の点を基本とする。 

  

 

 【食物アレルギー対応食の基本実施基準】 

 

  基本的な実施基準として、以下の基準を全て満たすこととします。 

  ① 医師の診断により、食物アレルギーと診断され、原因食品（アレルゲン)が特定さ

れていること。 

  ② 家庭でも原因食品の除去を行うなど、医師の診断に基づいて食事療法を行ってい 

   ること。 

  ③ 食物アレルギーの症状や程度は一人一人異なり、また成長により症状が改善した 

   り、新たな原因食品(アレルゲン)が特定される場合もあるため、年 1回程度医師に 

よる検査・診断を受けること。 

  ④ 毎月の食物アレルギー対応表に保護者の同意確認印を確実にいただいてからの 

   対応実施とする。 

※  その他、事情がある場合には保護者・学校等で協議するものとします。 

※ 食物アレルギーとは、原因となる食物を摂取した後、アレルギーの原因物質によ 

り体に不利益な症状が引き起こされる現象をいいます。 

症状としては、皮膚・粘膜症状、消化器症状、呼吸器症状やアナフィラキシーな 

どのものです。 

乳糖不耐症（体質的に乳糖を分解できず下痢を起こす病気）が、食物アレルギー 

とはいわれません。 
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３ 対応の実施方法  

 

 学校給食での食物アレルギー対応食の基本的な実施方法は、医師の診断書を基に、必要に

応じて保護者と面談を実施し、児童生徒の健康状況、給食施設内の諸条件を勘案したうえで

決定します。 

 基本的な食物アレルギー対応食については、下記の方法がありますが、児童生徒一人一人

の症状に応じて、また、心身の成長に併せて適切な対応に努める。 

 

（１） 除去食 

    調理の段階や調理後に、アレルギー原因食品（アレルゲン）を取り除いた料理を提供

する。 

 

（２） 代替食 

    除去により不足した栄養素を補うために、別の食品を使用した料理を提供する。その

際、栄養価や見た目にできる限り差がでないよう、使用食品や調理方法を検討する。 

    また、加工食品を使用する際は、原材料にアレルギー原因食品（アレルゲン）が含ま

れていないかどうかを確認して提供する。なお、その際は、成分表や品質等において十

分確認して使用するものとする。 

 

※献立作成での配慮点 

① 使用しないようにしている食材 

・そば 

・落花生 

・ナッツ類（アーモンド、クルミなど） 

・キウイ 

・グレープフルーツ 

・カニ 

 

② 使用等に注意している食材 

・卵（鶏卵、うずらの卵）➡生卵は提供しない 

・エビ ・山芋 

・魚卵（子持ちししゃも）➡いくら・すじこは使用しない。生食は提供しない 

・乳製品 

・ごま、ごま油 

・小麦 
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（３） 対応食の決定手順 

   ① 決定手順 

該当者 提出書類 備考 

在園・在校

の ア レ ル

ギー食対応

の該当者 

（前年度報告内容に変更がない該当者） 

【様式１-１】食物アレルギー対応実施申請書 

 

（前年度報告内容に変更・中止がある該当者） 

【様式１-１】食物アレルギー対応実施申請書 

【様式２】学校生活管理指導表 

（アレルギー疾患用） 

※ 【様式２】は医師の診断により証明・押印が 

必要です。 

※ 【様式２】は、保護者署名欄への署名が必要で

す。 

※→前年度１０月に教

育委員会から学校

（園)に通知 

 →学校(園)から保護

者に通知 

→２月中に学校(園)

でまとめて給食セ

ンターに報告 

→３月上旬に給食セ

ンターから学校

（園）に決定通知

書を送付 

→３月中旬に対応同

意書を学校(園)で

まとめ、給食セン

ターに報告 

年度途中で 

アレルギー

食対応に 

変更・中止

がある該当 

者 

【様式１-１】食物アレルギー対応実施申請書 

【様式２】学校生活管理指導表 

（アレルギー疾患用） 

※ 【様式２】は医師の診断により証明・押印が 

必要です。 

※ 【様式２】は、保護者署名欄への署名が必要で

す。 

※  変更がある場合

は、速やかにご連絡

をお願いいたします 

新入園児 【様式１】食物アレルギーに関する調査票 

【様式２】学校生活管理指導表 

（アレルギー疾患用） 

※ 【様式２】は医師の診断により証明・押印が 

必要です。 

※ 【様式２】は、保護者署名欄への署名が必要で

す。 

※ 入園申し込み時に

保護者へ「食物アレ

ルギーに関する調査

票」を配布し、期日

までに幼稚園に提出

する 

転入(園)学 

児童生徒 

【様式１】食物アレルギーに関する調査票 

【様式２】学校生活管理指導表 

（アレルギー疾患用） 

※ 【様式２】は医師の診断により証明・押印が 

必要です。 

※ 【様式２】は、保護者署名欄への署名が必要で

す。 

 

※ 転入の際、確認を

いたしますので、速

やかにご連絡をお願

いいたします 

 



8 

 

② 決定通知 

 

ア 食物アレルギー調査後、食物アレルギー対応給食を希望する保護者に対し

て、食物アレルギー対応給食実施の有無や対応内容を食物アレルギー対応に関

する委員会で協議する。協議した内容は教育委員会に報告し、保護者へ決定内

容を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 決定定義 

ア  医師の診断により、食物アレルギーと診断され、原因食品（アレルゲン)が 

特定されていること。 

     イ  家庭でも原因食品の除去を行うなど、医師の診断に基づいて食事療法を行っ 

ていること。 

  

 

④ 様式について 

   【様式１】食物アレルギーに関する調査票(新入園児・転入児童生徒園児用) 

   【様式１-１】食物アレルギー対応実施申請書（継続） 

【様式２】「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」 

【様式３】学校給食での食物アレルギー対応決定通知書 

【様式４】食物アレルギー対応給食同意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 

主治医 

学校医 

食物アレルギー対応に関する委員会 

 
学校長・教頭 

園長・副園長 

 

養護教諭 

 

担任 

 

栄養教諭 

 

給
食
セ
ン
タ
ー 

教
育
委
員
会 

 

診断 
 

指導 

通知 

 
申請 

連携 

連携 

協議 

報告 
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                                           【様式１】 

食物アレルギーに関する調査票（表） 

  

 この調査は、お子さんの健康状態を知り、学校等での健康管理の資料としますので、日常

の様子や食事の様子を参考に記入してください。 

令和    年    月    日 

（ふりがな） 

児童(園児)生徒氏名 

 
生年月日    年   月   日生 

  

園校名 

 

                                 

   幼稚園・小学校・中学校       年    組 

保護者 

（ふりがな） 

氏名 
 

住 所 
 

 

電 話  

 

１ 食物アレルギーはありますか。※○で囲んでください。 

   

ある ・ ない     

 

※ ない方の回答はここで終わりです。 

ある方のみ ２以降の調査に進んでください。 

 

２ 食物アレルギーが「ある」回答された方で、学校給食の食物アレルギー対応を 

希望しますか。         ※○で囲んでください。 

   

    希望する ・ 希望しない   （理由：                 ） 

 

   

※  ただし、希望する場合は、必ず医師の診断書を受け、「学校生活管理指導表

（アレルギー疾患用）」を併せてご提出ください。 

 

 

 

＜裏面もご記入ください＞ 

 

 

記入例/自分で除去できるため など 
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食物アレルギーに関する調査票（裏） 

 

３ アレルギーの状況について記入ください。 

原因食品 

（医師の診断書に従って記入ください） 

 

 

 

 

 

原因食品を食した時

に現れる症状と対応 

（例：全身に発疹…安静にして病院に移送してほしい） 

 

 

 

アナフィラキシー

ショックを起こした

経験はありますか。 

 はい （       年     月頃）  ・  いいえ 

 

 どのような症状でしたか。 

 

 

 

 

 

 

４ 原因食品に対して、家庭での食事の状況について記入ください。 

※○をつけてください。複数回答可です。    

① 保護者が完全除去している   

② 保護者が本人の体調によって除去している  

③ 本人が除去している        

④ 特に配慮していない 

その他 

※どのような対応を

しているかを記入く

ださい。 
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【様式１－１】 

食物アレルギー対応実施申請書（継続） 

令和   年   月   日 

国見町教育委員会教育長 様 

保護者氏名 

 食物アレルギーによる学校給食への対応について、下記の通り申請します。 

  

園名・校名 

 

                                 

   幼稚園・小学校・中学校       年    組 

児童生徒 

（園児）氏名
ふりがな

 

 
生年月日    年   月   日生 

保護者電話  

アレルギーの 

診断を受けた 

病院・主治医 

病院・主治医名 

電話 

希望するアレルギー対応は 

前年度と変更が（   あります   ・   ありません   ） 

 

※変更がある場合のみ記入 

アレルギーの 

原因食品 

変更  あります  ・  ありません 

変更がある場合 

 

 

 

 

希望する対応内容 

（該当項目に☑） 
□学校給食の原材料を詳細に記入した献立表の配付 

□飲用牛乳の停止 

□除去食の実施 

□代替食の実施 

□弁当持参 

【様式２】学校生活管理指導表と共にご提出ください。 
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【様式２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

 

                            【様式３】 

 

令和  年  月  日 

 保護者 様 

 

                  国見町教育委員会教育長 

 

学校給食での食物アレルギー対応決定通知書 

 

学校給食での食物アレルギーの対応について、下記のとおりとしますのでお知らせしま

す。 

 

記 

 

幼稚園・学校名 国見町立       

学年・組  

児童生徒氏名  

対応期間 
令和   年   月    日から 

令和   年   月    日まで 

学校給食における対応内容 

１ 学校給食の原材料を詳細に記入した献立表の配付 あり なし 
備考 

２ 飲用牛乳の停止 あり なし 
備考 

３ 

除去食の実施 

給食に食物アレルギーの原因となる 

（                 ）が含ま

れる場合は給食センターで除去します。 

あり なし 

備考 

４ 

代替食の実施 

給食に食物アレルギーの原因となる 

（                 ）が含ま

れる場合には、給食センターで代替します。 

あり なし 

備考 

５ 弁当の持参 あり なし 備考 
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【様式４】 

 

食物アレルギー対応給食同意書 

令和   年   月   日 

国見町教育委員会教育長 様 

国見町立くにみ幼稚園長 様 

国見町給食センター所長 様 

住所                 

保護者名               

食物アレルギーによる学校給食への対応について、下記のとおり同意します。 

記 

実施対象 

児童等 

学校（園）・組 

氏名   

対応期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

アレルギー 

（原因食品） 

 

 

 

 

対応内容 

学校給食の原材料を詳細に記入した献立表の配付 あり ・ なし 

飲用牛乳の停止 あり ・ なし 

除去食の実施 あり ・ なし 

代替食の実施 あり ・ なし 

弁当の持参 あり ・ なし 
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（４）その他・個別的相談指導等 

   必要に応じ保護者と協議する場合もあります。 

協議の際には、学校（幼稚園）関係者、給食センター担当者を含めて対応することと

し、受配（園）校と十分に連携を図りながら対応を図る。 

 

①  学校給食における調理の方法や状況を説明し、「対応できる内容」と「対応でき

ない内容」について、正確に伝え理解を得るように努める。 

 

②  入学（園）・進級に当たり、児童生徒のアレルギー症状の回復も見込まれること

もあり、除去の指示があった食物が、現在も引き続き除去を必要とするかどうか、

除去を必要とする品目が追加されていないかどうかについて、改めて医療機関の受

診を受けるよう勧めるものとします。 

 なお、変更・中止がある場合は、【様式１】食物アレルギーに関する調査票及び

【様式２】学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）＜※ 【様式２】は医師の診

断により証明・押印が必要です＞を添付して申し出するものとします。 

③  アレルギーの情報を取り扱う場合は、プライバシーの保護に十分留意し、学校

（園）での緊急時の対応の観点から、保護者の了解を得たうえで教職員の情報共有

に努めます。 

また、必要に応じて、転出先、進学先へ引き継ぐこととします。 
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４ 学校の対応  

 

 食物アレルギーを有する児童生徒や保護者が、学校（園）生活に対する不安を解消できる

ように、迅速に正確な情報を収集し実態の把握に努める。また、緊急時に備えて、すべての

教職員が理解し対応できる体制づくりに努める。 

 

（１） 就学時健康診断等での把握 

就学時健康診断実施の際、教育委員会より保護者へ「食物アレルギーに関する調査

票」を配付し、新入学説明会に学校に提出するよう依頼する。 

 

（２） 幼稚園・保育園等からの情報収集 

   必要に応じ、入学前に幼稚園、保育園等での具体的な対応方法について、保護者から 

の同意を得たうえで情報収集に努める。 

 

（３）保護者からの情報収集と実態把握 

  ○ 新入学生については、入学前に、 

【様式１】食物アレルギーに関する調査票  

【様式２】学校生活管理指導表（アレルギー疾患用） 

＜※ 【様式２】は医師の診断により証明・押印が必要です。＞等を確認する。 

  ○ 在校生・在園児については、 

【様式１-１】食物アレルギー対応実施申請書（継続）  

【様式２】学校生活管理指導表（アレルギー疾患用） 

＜※ 【様式２】は医師の診断により証明・押印が必要です。＞等を確認する。 

   必要に応じ、学級担任、養護教諭、栄養教諭（学校栄養職員等）とともに、食物アレ 

ルギーを有する児童生徒の保護者と面談を行い、学校給食での対応について協議する場 

合もあります。 

なお、日頃から対象児童生徒の保護者と正確な情報交換ができるように努め、症状に

変更等がある場合には、年度、月途中であっても、【様式１】食物アレルギーに関する

調査票 または【様式１-１】食物アレルギー対応実施申請書（継続） 及び【様式

２】学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）＜※ 【様式２】は医師の診断により証

明・押印が必要です。＞の提出を依頼します。 

 

（４） 医師との連携 

食物アレルギーの対応は、主治医に指導助言をもらうなど可能な限り連絡体制を整

え、また、アレルギー症状が出た場合に緊急の連絡がとれるよう、連絡先等を把握す

る。 

【様式２】学校生活管理指導表学校生活管理指導表に連絡先を必ず記載するようにす

る。 
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５ 緊急時の対応  

 

（１） 緊急体制 

食物アレルギー発症、特にアナフィラキシーショックなど重い症状を発症した場合 

   には、学校医、主治医や保護者と連絡をとり、緊急に医療機関を受診するなど迅速に 

対応する。（緊急体制マニュアル参照） 

 

 （２）関係機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関 連携内容など 

医療機関 ・学校医へ対象児童等の情報を伝え、その対応を依頼しておく。 

・連携を密にし、アドバイス等を受けられるようにしておく。 

保護者 ・対象児童等の保護者と連絡を密に取り合う。 

・食事を伴う学校等の行事や学年行事の場合は、事前に連絡をとり、

可能な対応を検討する。 

・エピペンを処方されている対象児童等の保護者と十分な面談を実施

して、万が一に備えたエピペンの第３者の使用等を確認しておく。 

給食センター 

教育委員会 

・連絡を密にし、対象児童等の情報把握に努める。 

・相談に応じ、指導助言する。 

消防本部 ・緊急時の救急搬送を受けられるようにしておく。 

学校等 

医療機関 

（学校医・主治医） 

 

保護者 

対象児童等 

 

伊達地方消防組合 

中央消防署西分署 

℡582－3190 

教育委員会 

給食センター 

  ℡529－1551 

教育総務課 

℡585－2892 

 

指示書等 
 

受診 

指示書等 

 
面談 

連携 

連携 

報告 

指示 

 

 

連携 

連携 
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６ 食物アレルギー対応食の基本的手順   

 

時期 手順 確認内容 関係書類 関係職員 

１０月 １．食物ア

レルギーに

関する調査

票等の依頼 

●新入学園児 

就学時健診の際に【様

式１】食物アレルギー

に関する調査票を教育

委員会から保護者へ依

頼する。 

●在校生・在園児 

【様式１-１】食物ア

レルギー対応実施申請

書（継続）を教育委員

会から保護者へ依頼す

る。 

【様式１】 

食物アレルギー

に関する調査票 

【様式１-１】 

食物アレルギー

対応実施申請書

（継続） 

【様式２】 

学校生活管理指

導表 

教育委員会 

学校等関係者 

給食センター 

２月下旬 ２．診断書

等による把

握 

上記調査票等に基づい

て、対応食希望者表を

作成し、対応食の整理

をする。 

３．必要に

応じ保護者

との面談 

アレルギー症状を正し

く把握する。 

３月上旬 ４．アレル

ギー対応食

の決定 

診断書等を総合的に検

討、対応方法について

協議し、教育長が決定

する。 

３月中旬 ５．アレル

ギー対応食

の通知およ

び食物アレ

ルギー対応

給食同意書

の提出 

教育委員会・学校等

側・保護者・給食セン

ターとの相互理解での

対応食実施にむけ、学

校を通じて通知する。 

【様式３】 

食物アレルギー

対応決定通知書 

【様式４】 

食物アレルギー

対応給食同意書 

 

給食 

開始前 

献立の決定 基本献立に基づいてア

レルギー対応食（代替

食・除去食）を決定

し、対象者へ個別対応

献立表を送付する。 

食物アレルギー

対応食実施一覧 

給食センター 

学校関係者等 
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時期 手順 確認内容 関係書類 関係職員 

毎日 

アレル

ギー対応

食の確認 

対応食について事前に共通理解をはかり、献

立表、調理作業工程表、作業同線図等に間違

いがないか打ち合わせ等で十分確認する。 

調理指示

書 

食物アレ

ルギー対

応指示書 

給食セン

ター 

 

調理 ○コンタミネーションに十分注意する。 

○自己判断せず、関係職員と確認し、実施す

る。 

○給食センターから受配校への連携にも注意

する。 

○食材は新鮮なものを使用し、十分な加熱調

理をする。 

○原材料の分からないものは十分に気をつけ

る。 

配送 児童生徒の名前を明記した専用食器に配食す

る。コンテナに積載し、受配校に配送する。 

受配校で

の受け取

り 

責任担当者を決め、該当者に確実に渡るまで

注意を払う。 

※食器に児童生徒の名前を明記することに

よって配膳する人、本人、学級担任が確認

し、誤配膳を避ける配慮に努める。 

個別対応

献立表 

学校等関

係者 

配膳 他の児童生徒とは別に配膳する。 

配膳前に再度確認するなど、誤配膳には十分

注意する。 

※学級担任が不在時には、対応する責任者を

予め定めておく。 

※配膳の際には、こぼれるなど万が一の時に

は大体の対応が困難なことも有り得るので

十分に注意する。 

※アレルギーを有する児童生徒が給食当番の

時に、アレルギー原因食品を含んだ給食を

配膳することでアレルギー症状を発症する

場合は、学級担任は注意する。 

学級担任 

学校等関

係者 

指導 内容に間違いがないかどうかを確認し、対象

児童生徒へ栄養指導及び誤って食べないよう

指導する。また、他の児童生徒への指導も行

う。 

 学級担任 

事後確

認・評価 

対応食実施後の健康状態を確認する。  学校等関

係者 
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